
経営会議の内容 

件 名 
（仮称）大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例と規則の制定について 

所 管 部 こども部 

日時・場所 平成２６年 ５月２９日（木）１３：００～１３：４０ 政策会議室 

出 席 者 

市長、副市長、教育長、病院長、市長室長、政策部長、総務部長、市民経済部長、 

環境農政部長、健康福祉部長、こども部長、文化スポーツ部長、街づくり計画部長、

都市施設部長、病院事務局長、教育部長、消防長、議会事務局長、こども施策推進

準備室長 

提 出 理 由 
放課後児童健全育成事業を運営する事業者が遵守すべき設備及び運営の基準に

関する条例と規則を制定するにあたり、その内容について了承を得るため 

会議経過 

【主な意見等】 

・これまで本市が定めていた放課後児童クラブ事業条例はそのまま継続し、それと

は別に基準を定める条例を制定するのか。 

 （所管部）今までの条例は市が設置していた児童クラブの運営に関わるもので、

育成料などを定めていた。新しい条例は、民間の児童クラブも含めた

施設基準などを定める条例である。  

・二つの条例で重複するところはないか。 

 （所管部）重複するところはない。 

・子ども・子育て新制度に向けたニーズ調査を実施した中で、児童クラブの需要は

どれくらいを見込んでいるのか。 

（所管部）現在、保育所に入所中の児童がどの地域にいるか把握しており、その

データをもとに推計を行い、必要な児童クラブのニーズを捉えてい

く。 

・放課後児童クラブと放課後子ども教室の違いは。 

（所管部）放課後児童クラブは、子どもが帰宅しても保護者が就労などで家にい

ない場合に預かる生活の場である。放課後子ども教室は、保護者の就

労に関係なく、放課後の時間を充実したものとするため、遊びの場な

どを提供する。 

・待機児童の実態として、保育所と放課後児童クラブではどのような違いがあるか。 

（所管部）放課後児童クラブは年度の途中で退会する子どもが多いため、待機児

童になっていても途中で入れる可能性が保育所よりも高い面がある。 

・今回、規則で定めることを予定している専用区画の必要面積などは、もともと国

のガイドラインなどで定められていたものか。 

（所管部）今回の対応については、基本的に国のガイドラインに定められていた

ものを条例などに規定するものである。これまでの取扱いとの大きな

違いとしては、指導員の資格を具体的に提示した点が挙げられる。 

 

 

会議結果 案のとおり、進めていく。 

 


